
 

登別市中小企業者事業資金利子補給要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、登別市中小企業振興条例（昭和５６年条例第１３号）第８条に

基づき、登別市中小企業特別融資制度（以下「融資制度」という。）の事業資金に

対して行なう利子補給について定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定

めるところによる。 

（１）中小企業団体 中小企業団体の組織に関する法律（昭和３２年法律第１８５号）

第３条第１項又は商店街振興組合法（昭和３７年法律第１４１号）に規定するも

の 

（２）中小企業者 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条に規定する

もの 

（３）小規模企業者 中小企業信用保険法（昭和２５年法律第２６４号）第２条第２

項に規定するもの 

（４）事業者 中小企業団体、中小企業者及び小規模企業者 

（５）団体事業資金 融資制度において市内の中小企業団体を融資対象として融資さ

れる団体事業資金 

（６）小口事業資金 融資制度において市内の小規模企業者を融資対象として融資さ

れる小口事業資金 

（７）新分野進出支援資金 融資制度において市内の中小企業団体及び中小企業者を

融資対象として融資される新分野進出支援資金 

（利子補給の対象） 

第３条 この要綱による利子補給の対象となる資金は、融資制度の事業資金のうち、

次の各号に定める資金とする。 

（１）設立後３年未満の中小企業団体が借受けた団体事業資金 

（２）小口事業資金 

（３）新分野進出支援資金 

（承認申請） 

第４条 前条各号に定める資金の貸付けを受けた事業者が利子補給を受けようとす

るときは、中小企業者事業資金利子補給承認申請書（別記第１号様式。以下「承認

申請書」という。）を市長に提出しなければならない。 



 

（承認の可否） 

第５条 市長は、前条の承認申請書を受理し、その内容を審査のうえ承認することに

決定したときは、中小企業者事業資金利子補給承認通知書（別記第２号様式）によ

り、当該申請者に通知するものとする。 

（利子補給の率） 

第６条 利子補給率は、次のとおりとする。 

（１）団体事業資金 年１．５％ 

（２）小口事業資金 年０．４％ 

（３）新分野進出支援資金 年０．７％ 

（利子補給金の額） 

第７条 利子補給金の額は、毎年１月１日から１２月３１日までの期間（以下「計算

期間」という。）における第３条各号の資金につき、その融資残高（計算期間中の

毎日の最高残高（延滞額を除く。）の総和をその期間中の日数で除して得た金額と

する。）に対し、前条に基づく率で計算した金額とする。 

（利子補給金の請求） 

第８条 第５条の承認を得た事業者が、利子補給金の交付を受けようとするときは、

計算期間経過後速やかに中小企業者事業資金利子補給金交付請求書（別記第３号様

式。以下「請求書」という。）に利子補給金計算書（別記第４号様式）を添えて市

長に提出しなければならない。 

（利子補給金の交付決定） 

第９条 市長は、前条の請求書を受理し、その内容を審査のうえ利子補給金を交付す

ることに決定したときは、中小企業者事業資金利子補給金交付決定通知書（別記第

５号様式）により、当該申請者に通知するものとする。 

（利子補給の打切り等） 

第１０条 市長は、貸付を受けた事業者が当該借入金を借受目的以外の目的に使用し

たときは、事業者に対する利子補給を打ち切るものとする。 

２ 市長は、事業者の責に帰すべき理由により事業者がこの要綱に違反したときは、

利子補給を打ち切り又はすでに交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を

命ずることができるものとする。 

（委任） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

 

附 則（昭和５６年訓令第９号） 



 

この要綱は、昭和５６年４月１日から施行する。 

附 則（昭和５７年訓令第１４号） 

この要綱は、昭和５８年１月１日から施行する。 

附 則（平成１６年訓令第３号） 

この訓令は、平成１６年４月１日から施行する。 

附 則（平成２２年訓令第１０号） 

（施行期日） 

１ この訓令は、平成２２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この訓令による改正後の登別市中小企業者事業資金利子補給要綱の規定は、平成

２２年４月１日以後に融資の決定がなされた融資について適用し、同日前に決定が

なされた融資については、なお従前の例による。 



 

別記第１号様式 

 

中小企業者事業資金利子補給承認申請書 

 

年  月  日  

 

 登別市長   様 

 

                    申請者 住 所 

                        氏 名 

 

 登別市中小企業者事業資金利子補給要綱第４条の規定に基づき、次のとおり利子補

給を受けたいので関係書類を添えて申請します。 

 

１ 借 入 金 額 

 

２ 借入資金の使途 

 

３ 借 入 期 間 

 

４ 借入金融機関名 



 

別記第２号様式 

 

中小企業者事業資金利子補給承認通知書 

 

登  第    号  

年  月  日  

 

         様 

 

                   登別市長 

 

     年  月  日付で申請のあった中小企業者事業資金利子補給について

は、承認することに決定したので通知します。 



 

別記第３号様式 

 

中小企業者事業資金利子補給金交付請求書 

 

年  月  日  

 

 登別市長   様 

 

                    請求者 住 所 

                        氏 名 

 

一金               円也 

 

 ただし、登別市中小企業者事業資金利子補給として 

 

 （明細書別紙のとおり） 



 

別記第４号様式 

 

利 子 補 給 金 計 算 書 

自     年  月  日（取扱金融機関） 

             至     年  月  日 

氏名又は名称 融資名 種 別 使 途 融資額 貸出日 期 限 

    円       

 

回数 
計算期間 

日数 残高 積算 平均残高 備考 
自 至 

       日 円 千円 円  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

合    計      

 

期 首 残 高 円  

償 還 額   

期 末 残 高   

平 均 残 高   

償 還 日 数   

補 給 利 率   

補 給 額   



 

別記第５号様式 

 

登別市指令第   号  

 

中小企業者事業資金利子補給金交付決定通知書 

 

年  月  日  

 

         様 

 

                   登別市長 

 

     年  月  日付で請求のあった中小企業者事業資金利子補給金につい

ては、次のとおり交付することに決定したので通知します。 

 

記 

 

交 付 

内 容 

交付額                     円 

交付期日               年  月  日 

交付方法  

連 絡 事 項 
 

備 考 
 

 


